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【考え方】

○家庭的保育事業の研修をベースとして、基礎研修の一部を訪問型の研修内容にし、慢性疾患や障害のある児童に対応する
場合の研修を追加する。

○居宅訪問型保育事業に従事する者は、居宅訪問型（基礎）を受講。慢性疾患・障害のある児童の保育に対応する場合は、居
宅訪問型（専門）も受講。
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